
 

● 雇用保険法等の一部を改正する法律

 

 

平成 25 年

り、厚生労働省からは

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

不安定な有期雇用者に、なんとか無期転換を果たして

がえます。あるアンケート調査でも「

りました。なお、

が発生します。

 

   

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

大幅なものです。特に、

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

政府が掲げる「介護離職ゼロ」に向け

ます。改正を受けて、企業は

なり、それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

ていくことになります。

 

以下、主な改正内容をご紹介します。

■ 雇用保険料率の引き下げ（平成

現行

■ 雇用保険の適用対象の拡大（平成

   65 歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

   65 歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とする

   ※平成

徴収は平成

■ 雇用保険料免除措置の廃止（平成

   現行

■ 介護休業の見直し（平成

   現行、対象家族

    → 

→「所定労働時間の短縮措置等」は

■ 子の看護休暇、介護休暇の見直し（平成

   現行、原則として

→1

■ 期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成

 1 歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

たが、以下の

雇用保険法等の一部を改正する法律

年 4 月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成

労働省からは様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

不安定な有期雇用者に、なんとか無期転換を果たして

あるアンケート調査でも「

なお、「無期転換ルール」の適用は、「通算

が発生します。1年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

大幅なものです。特に、

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

政府が掲げる「介護離職ゼロ」に向け

ます。改正を受けて、企業は

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

ていくことになります。

、主な改正内容をご紹介します。

雇用保険料率の引き下げ（平成

現行 13.5/1000（一般の事業）→

雇用保険の適用対象の拡大（平成

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とする

※平成 29 年 1 月 1

徴収は平成 32 年

雇用保険料免除措置の廃止（平成

現行 4月 1日時点で満

介護休業の見直し（平成

現行、対象家族 1

 93 日を限度として、対象家族

※93 日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

のみで通算

→「所定労働時間の短縮措置等」は

※これに伴い、雇用保険の介護休業給付金も支給回数が

引き上げ（現行

子の看護休暇、介護休暇の見直し（平成

現行、原則として

1日の所定労働時間が

期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

たが、以下の 2つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。

雇用保険法等の一部を改正する法律

月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

不安定な有期雇用者に、なんとか無期転換を果たして

あるアンケート調査でも「

「無期転換ルール」の適用は、「通算

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

大幅なものです。特に、65 歳以上の高齢者を多く雇用する

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

政府が掲げる「介護離職ゼロ」に向け

ます。改正を受けて、企業は就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

ていくことになります。 

、主な改正内容をご紹介します。

雇用保険料率の引き下げ（平成

（一般の事業）→

雇用保険の適用対象の拡大（平成

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とする

1 日時点に 65 歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、

年 4月 1日以降となります

雇用保険料免除措置の廃止（平成

日時点で満 64 歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止

介護休業の見直し（平成 29

1 人につき最大

日を限度として、対象家族

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

のみで通算 93 日を取得することができるようになりました

→「所定労働時間の短縮措置等」は

※これに伴い、雇用保険の介護休業給付金も支給回数が

引き上げ（現行 40/100

子の看護休暇、介護休暇の見直し（平成

現行、原則として 1日単位の取得

日の所定労働時間が 4時間を超える労働者は半日（所定労働時間の

期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。

雇用保険法等の一部を改正する法律 

月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

不安定な有期雇用者に、なんとか無期転換を果たして

あるアンケート調査でも「66.1％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

「無期転換ルール」の適用は、「通算

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

歳以上の高齢者を多く雇用する

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

政府が掲げる「介護離職ゼロ」に向け、仕事と介護の両立を可能とするための制度の

就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

、主な改正内容をご紹介します。 

雇用保険料率の引き下げ（平成 28 年 4 月

（一般の事業）→11/1000

雇用保険の適用対象の拡大（平成 29 年

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とする

歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、

日以降となります 

雇用保険料免除措置の廃止（平成 32 年

歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止

29 年 1 月 1 日）

人につき最大 93 日、かつ、原則

日を限度として、対象家族 1人につき

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

日を取得することができるようになりました

→「所定労働時間の短縮措置等」は 3年間に

※これに伴い、雇用保険の介護休業給付金も支給回数が

40/100） 

子の看護休暇、介護休暇の見直し（平成

日単位の取得 

時間を超える労働者は半日（所定労働時間の

期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。

月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

不安定な有期雇用者に、なんとか無期転換を果たして雇用の安定を図ってもらおう！という国の姿勢がうか

％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

「無期転換ルール」の適用は、「通算 5 年を超える雇用契約」を締結した時点から申込み権

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

歳以上の高齢者を多く雇用する事業主にとっては、大きな影響が出る内容である

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

、仕事と介護の両立を可能とするための制度の

就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

月 1日～） 

11/1000（一般の事業）

年 1月 1日～）

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

歳以上の被保険者を「高年齢被保険者」とする 

歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、

年 4月 1日～）

歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止

日） 

日、かつ、原則 1回のみの申出

人につき 3回の分割取得を可能とする

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

日を取得することができるようになりました

年間に 2回以上の取得可能と改正

※これに伴い、雇用保険の介護休業給付金も支給回数が

子の看護休暇、介護休暇の見直し（平成 29 年 1 月 1

時間を超える労働者は半日（所定労働時間の

期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。

月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

雇用の安定を図ってもらおう！という国の姿勢がうか

％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

年を超える雇用契約」を締結した時点から申込み権

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

事業主にとっては、大きな影響が出る内容である

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

、仕事と介護の両立を可能とするための制度の

就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等

 

（一般の事業） 

日～） 

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする

歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、

日～） 

歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止

回のみの申出

回の分割取得を可能とする

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

日を取得することができるようになりました 

回以上の取得可能と改正

※これに伴い、雇用保険の介護休業給付金も支給回数が 3回までとなり、当分の間、給付率が

1 日～） 

時間を超える労働者は半日（所定労働時間の

期間雇用者がする育児休業の申出要件の変更（平成 29 年 1 月 1

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は

つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。

月に改正された労働契約法の「無期転換ルール」が、いよいよ平成 30

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

雇用の安定を図ってもらおう！という国の姿勢がうか

％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

年を超える雇用契約」を締結した時点から申込み権

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

事業主にとっては、大きな影響が出る内容である

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

、仕事と介護の両立を可能とするための制度の

就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

それぞれの施行日を確認したうえで、社内の人員構成や人事の方針等を考慮したスケジュールを立て

歳に達した日以後に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とする 

歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、

歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止

回のみの申出 

回の分割取得を可能とする 

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

回以上の取得可能と改正 

回までとなり、当分の間、給付率が

時間を超える労働者は半日（所定労働時間の 1/2

1 日～） 

歳未満の子について育児休業の申出ができる期間雇用者について、現行は 3

つの要件を満たせば、育児休業の申出が可能となりました。 

30 年に表面化するにあた

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

雇用の安定を図ってもらおう！という国の姿勢がうか

％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

年を超える雇用契約」を締結した時点から申込み権

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

事業主にとっては、大きな影響が出る内容である

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。

、仕事と介護の両立を可能とするための制度の改正も多くなされてい

就業規則の改訂や休業制度の整備、管理職への研修など、様々な対策が必要と

を考慮したスケジュールを立て

歳以上である従業員は、雇用保険の資格取得手続きを行いますが、雇用保険料の

歳以上の者は雇用保険料が免除されていた措置を廃止 

 

日の中には「所定労働時間の短縮措置等」が含まれていましたが、今回の改正により「介護休業」

回までとなり、当分の間、給付率が

1/2）の取得が可能

3つの要件がありまし
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年に表面化するにあた

様々な支援策が発表されています。たとえば、「無期転換制度」導入のためのハンド 

ブックやモデル就業規則の公表、全国でセミナーを開催、各都道府県労働局内に専門の相談員を配置など。

雇用の安定を図ってもらおう！という国の姿勢がうか

％」の企業が「何らかの形で無期契約にしていく」との回答があ

年を超える雇用契約」を締結した時点から申込み権

年ごとの有期契約を締結している場合など、対策は待ったなしの時期にきています。 

今回の改正は、「雇用保険法」だけでなく「育児・介護休業法」や「男女雇用機会均等法」の改正も含めた

事業主にとっては、大きな影響が出る内容である

ため、中小企業への影響を考慮し、保険料の徴収については一定期間の経過措置が設けられています。また、

多くなされてい
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